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開議 午後１時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○品田委員長 ただいまより、民生常任委員会を開会します。 

本日の出席委員は全員です。 

それでは、会議を進めてまいります。 

初めに、１、令和７年第３回定例会提出議案についてを議題といたします。認定第１号、認定第

２号、認定第６号、認定第８号、認定第１１号、議案第１号ないし議案第６号、報告第４号及び報

告第５号の以上１３件につきまして、理事者から説明願います。 

○金澤税務部長 認定第１号、令和６年度旭川市一般会計決算の認定のうち、税務部所管分につき

まして御説明申し上げます。 

まず、市税歳入につきまして御説明申し上げます。市税決算説明資料の１ページ、２ページを御

覧ください。表の下から３行目の合計欄になりますが、１ページ、左から３列目にあります予算現

額４００億円に対し、その２つ右にあります収入額は３９９億５千７８９万３千６５５円で、差引

きといたしましては４千２１０万６千３４５円の減、率にいたしますと０．１％の減となっており

ます。減となった主な税目につきましては、表の中段にあります市たばこ税でたばこの売渡し本数

が減少したことにより、予算現額３０億９千５５７万８千円に対し、収入額は２９億７千２３６万

８千３６９円で、差引き１億２千３２０万９千６３１円の減、率にして４％の減となっております。

なお、市税全体での収入率につきましては、２ページの右側にあります収入率の欄の下から３行目

にありますとおり、市税全体で９８．２６％となっており、前年度の９８．４５％と比べ０．１９

ポイントの減となっております。 

次に、歳出について御説明申し上げます。決算事項別明細書の９０ページ、９１ページを御覧く

ださい。表の下段部分の２款２項徴税費が税務部所管事業であり、決算総額は予算現額６億９千８

４６万１千円に対し、支出済額６億６千８１５万８千２５２円で、執行率９５．７％となっており

ます。このうち、主な事業でありますが、９１ページの備考欄中、頭にアスタリスクがついている

事業の下から２番目、税総合オンラインシステム整備費でございます。令和６年度においては、個

人市民税の定額減税等の税制改正に伴うシステム改修を行い、２億９千３７３万８千５００円を執

行したところでございます。 

以上、概略ではありますが、税務部所管に関わります令和６年度一般会計決算についての説明と

なります。 

 よろしくお願いいたします。 

○樽井市民生活部長 初めに、認定第１号、令和６年度旭川市一般会計決算の認定のうち、市民生

活部所管分につきまして御説明申し上げます。 

資料はございませんが、部全体の歳入、歳出についてであります。 

まず、歳入でございますが、予算現額８億８千９５７万５千円に対しまして、収入済額は７億９

千７９２万１千９９４円となっております。歳入の主なものとしましては、１６款使用料及び手数

料が２億５千５１１万６千８３２円、１７款国庫支出金が２億８千８６１万４千８６円などであり

ます。 

次に、歳出でございますが、予算現額１７億６千５５９万３千円に対しまして、支出済額１６億
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１千２４１万９千７８８円、繰越額２千１６９万３千円であり、不用額は１億３千１４８万２１２

円、執行率は９１．３％となっております。 

続いて、市民生活部が所管する事業は、経常費２４事業、臨時事業費２１事業、合わせて４５事

業となりますが、その主なものについて御説明申し上げます。 

主要施策の成果報告書６２ページを御覧ください。地域情報共有プラットフォーム運営費でござ

います。この事業は、地域主体のまちづくりの推進に向け、地域情報共有プラットフォーム「あさ

ひかわ くらしのアプリ」及び地域見守りアプリの維持管理及び機能の追加等により、情報共有の

充実及び地域活動の活性化を図ろうとするものであります。令和６年度は、両アプリのシステム改

修や持続可能な地域コミュニティーづくりに向けた先進事例調査及びその報告会を開催しておりま

す。また、児童生徒、学生が地域課題を見つけ、その解決に向けたアイデアの考案及び社会実装を

目指す取組として地域課題解決デザインコンテストを開催し、持続可能な町内会活動の確立に向け、

若年層も含めた地域住民の意識醸成を図るなど、事業費としては１千７１８万３千８９３円を執行

しております。 

次に、６４ページを御覧ください。市民課窓口ＩＣＴ化推進費でございます。この事業は、窓口

利用者の利便性向上及び事務の効率化を図るため、窓口支援システムやキャッシュレス決済端末等

の円滑な運用など、市民課窓口のＩＣＴ化を推進するものであります。令和６年度は、限られた資

源でサービスの向上及び業務の効率化を実現するために、旭川市次世代総合窓口グランドデザイン

を４月に策定し、これに基づく総合窓口のサービス向上や業務手順の可視化、総合案内等に導入す

るシステムの検討に向けた試行を行っております。また、マイナンバーカード等を活用した特例転

入データ連携に係る窓口支援システムの改修を行うなど、利用者の利便性向上や事務の効率化を進

めており、事業費としては５千４０３万９２２円を執行しております。 

次に、決算事項別明細書を御覧ください。９３ページの市民課ＤＸ推進費、総合窓口運営費でご

ざいます。これらの事業は、窓口機能を低層階に集約し、複数の手続をまとめて行うことを目的に

設置された総合窓口の円滑な運用を推進するとともに、利用者が安心して目的を果たせる窓口を提

供するため、住民基本台帳事務、戸籍事務及びマイナンバー事務において運用しているシステムに

ついて標準化、最適化を図りながら、手続のＤＸを進めることにより、窓口での利便性を高めよう

とするものであります。令和６年度は、市民課が所管するシステムについて、法改正への対応など

必要な改修を行うとともに、令和６年５月２７日からは、国外転出者向けマイナンバーカードの交

付を開始し、同年１２月２日からはマイナンバーカード特急発行制度を開始したところであり、事

業費としては、市民課ＤＸ推進費で２億７千４５６万４千８７円、総合窓口運営費で２千２４７万

５千８６４円を執行しております。 

 以上が、令和６年度一般会計決算の概要でございます。 

続きまして、議案第１号、令和７年度旭川市一般会計補正予算のうち、市民生活部所管分につき

まして御説明申し上げます。 

補正予算の９ページを御覧ください。２款３項１目、住民記録及び謄抄本事務費２２８万１千円

についてであります。昨年度、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本

の国籍を離脱した者等への出入国管理に関する特例法が一部改正され、在留カード及び特別永住者

証明書の件名に記載される住居地情報を市区町村において、在留カード及び特別永住者証明書のＩ
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Ｃチップに記録することが必要となったところでございます。これに伴い、住居地情報の記録に対

応した端末を新たに市民課及び市内７支所に各１台、計８台配置する必要があり、今年度内にこれ

らの調達を要することから、補正しようとするものであります。財源につきましては、全額を国庫

支出金で措置しております。 

同じく９ページ、３款１項４目、国民年金費２９２万６千円についてであります。令和元年１０

月の消費税率１０％引上げに伴い、国が低所得者の年金受給者等への上乗せ給付として年金生活者

支援給付金を支給しておりますが、当該給付金の受給要件の判定に必要な所得情報を関係法令に基

づき、市から北海道国民健康保険団体連合会を介して、日本年金機構に提供しております。この所

得情報の提供は、国が定める情報交換媒体作成仕様書に基づいてデータを作成し、ネットワークを

通じて提供しておりますが、令和７年度税制改正に伴い同仕様書が改正され、これに対応するため

のシステム改修を今年度内に要することから、補正しようとするものであります。財源につきまし

ては、全額を国庫支出金で措置しております。 

 以上が、補正予算の概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○川邊福祉保険部長 本定例会に提出している議案のうち、福祉保険部所管に係る事項について御

説明を申し上げます。 

 初めに、認定第１号、令和６年度旭川市一般会計決算の認定でございます。 

本日、資料はございませんが、決算の概要について御説明をいたします。 

福祉保険部の歳入総額でございますが、予算現額３１７．２億円に対し、収入済額３１２．２億

円であり、その大部分は国庫支出金で２３４．２億円となっております。 

 次に、歳出総額でございます。予算現額６２９．１億円に対し、支出済額５９９．９億円、執行

率は９５．４％、一般会計全体に占める割合は３３．２％となっております。また、その大部分は

扶助費で３６２．１億円となってございます。なお、翌年度繰越額は３．８億円、不用額は２５．

４億円となっております。 

続いて、福祉保険部が所管する経常費３３事業、臨時費５６事業の合わせて８９事業のうち、主

な事業について、主要施策の成果報告書に基づき御説明を申し上げます。 

１９ページを御覧ください。３款１項２目障害者福祉費の障害者相談支援費です。決算額は１億

２千３８４万９千円になります。これは、障害者が自立した社会生活を営むことができるよう、各

種相談事業を実施し、障害者や障害児の福祉増進を図るもので、令和６年度はこれまでの相談事業

に加え、医療的ケア児等のコーディネーターや看護師を配置した相談窓口を開設し、より細やかな

相談支援を行っております。 

次に、３３ページを御覧ください。３款１項１目社会福祉総務費の地域共生社会推進費でありま

す。決算額７千８７５万２千円です。これは、制度のはざまや複雑化した課題を抱えながら必要な

支援を受けていない世帯を対象に、地域まるごと支援員による包括的な支援を行うもので、令和６

年度は支援員を２名増員して体制を強化し、地区内で困り事の解決をするための仕組みづくりを支

援いたしてまいりました。 

続いて、３４ページを御覧ください。３款１項１目社会福祉総務費の民生委員児童委員ＩＣＴ活

用推進費です。決算額は１千８３２万３千円です。これは、高齢化や新たな担い手確保が課題とな

っている民生委員・児童委員について、ＩＣＴ技術を活用し、活動負担の軽減や知識や経験の共有、
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継承に資するシステムを開発するもので、令和６年度は操作説明を兼ねたモニターテストを行いな

がら、ＡＩ技術を活用したＦＡＱシステムを開発しております。 

続いて、３５ページを御覧ください。３款１項３目老人福祉費の介護人材確保支援費でございま

す。決算額は８６４万円です。これは、担い手確保が急務となっている介護・福祉人材について、

安定的な人材確保と働きやすい環境づくりに向けた取組を推進するもので、令和６年度は事業者向

けに介護助手の導入を推進するための説明会等を実施したほか、市民向けに写真展の開催やパンフ

レットの配布により、介護分野のイメージアップに取り組んでまいりました。 

次に、３６ページを御覧ください。３款１項３目老人福祉費の地域介護予防活動支援事業費です。

決算額は７９１万４千円です。これは、高齢者の自主的な介護予防活動を促進し予防効果を高める

ことを目的に、令和６年度は介護予防インストラクターの派遣回数の上限をこれまでの２００回か

ら３００回に拡充することで、健康体操などサークル活動の継続及び充実を図っております。 

次に、３７ページを御覧ください。３款１項３目老人福祉費の介護予防高齢者補聴器購入助成費

でございます。決算額は１９６万９千円です。これは聴力低下による高齢者の閉じこもりを防止す

るため、補聴器の購入費を助成することで外出や地域交流を支援し、介護予防や福祉の増進を図る

もので、令和６年度からモデル事業として実施しており３９件を助成いたしております。 

 次に、３８ページを御覧ください。３款１項２目障害者福祉費の福祉タクシー利用料金等助成費

です。決算額は９千６６２万１千円です。これは在宅障害者の外出を促すためにタクシー運賃や自

家用車の燃料費を助成し、生活圏拡大と福祉の増進を図るもので、令和６年度は助成額の変更や対

象者の拡充を行っており、交付者数は前年と比べ２千６４１人増の６千９６２人となっております。 

次に、７２ページを御覧ください。３款１項１目社会福祉総務費の生活安心応援給付金支給費で

す。決算額は６千５１万７千円です。これは国の交付金を活用し、本市独自の給付金を実施するも

ので、住民税均等割のみ課税世帯５千５６５世帯に対し、１世帯当たり１万円の給付を行っており

ます。 

続いて、認定第２号、令和６年度旭川市国民健康保険事業特別会計決算の認定でございます。決

算事項別明細書の１６０ページ、実質収支に関する調書を御覧ください。歳入総額３３５億７千５

９４万円に対し、歳出総額が３３３億３千７５０万１千円であり、実質収支は２億３千８４３万９

千円の剰余となっております。会計全体の収入率は９３．９％、執行率は９３．２％となっており

ます。 

続きまして、認定第６号、令和６年度旭川市介護保険事業特別会計決算の認定でございます。１

９６ページの実質収支に関する調書を御覧ください。歳入総額３７４億３千１４万円に対し、歳出

総額が３６９億２千５０５万６千円であり、実質収支は５億５０８万４千円の剰余となっておりま

す。会計全体の収入率は９７．７％、執行率は９６．４％となっております。 

続きまして、認定第８号、令和６年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定でございま

す。２０８ページの実質収支に関する調書を御覧ください。歳入総額６３億１千１３１万円に対し、

歳出総額が６３億７６８万８千円であり、実質収支は３６２万２千円の剰余となっております。会

計全体の収入率は９６．３％、執行率は９６．３％となっております。 

以上が、令和６年度決算についての概要でございます。 

続いて、令和７年第３回定例会補正予算について御説明をいたします。 
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まず、議案第１号、令和７年度旭川市一般会計補正予算でございます。 

補正予算書９ページを御覧ください。３款１項２目障害者福祉費の障害者自立支援給付費につき

ましては、前年度に交付を受けた道負担金の精算に伴う償還金として、３千２８２万７千円を補正

いたします。財源は全額一般財源です。 

次に、３目老人福祉費の老人福祉施設等整備推進補助金につきましては、事業者が令和３年度に

補助事業により設置した水害対策設備について、他法人への事業譲渡に伴い、国に返還金を納付す

る必要が生じたため、償還金として５７７万５千円を補正いたします。財源は全額諸収入となって

おります。 

次に、介護人材確保支援費につきましては、介護人材確保のための体制構築を支援する補助金に

ついて、対象メニューを拡大するため、１７０万円を補正いたします。財源は、国庫支出金が９７

万４千円、一般財源が７２万６千円です。 

次に、補正予算書１０ページを御覧ください。２項２目児童措置費の障害児通所給付費につきま

しては、前年度に交付を受けた道負担金の精算に伴う償還金として２千２３０万６千円補正いたし

ます。財源は全額一般財源です。 

次に、３項１目生活保護総務費の管理事務費につきましては、現在行っている保護決定通知書等

の封入封緘作業について、令和７年１１月の生活保護システムの新システムへの移行により、現在

使用しているプリンターが未対応となり自前の作業ができなくなることから、本作業を外部委託す

るため、９３万５千円を補正いたします。財源は全額一般財源でございます。 

次に、生活保護システム管理費につきましては、令和８年度に変更となる被保護者調査の調査項

目変更に伴うシステム改修で８８万円を補正いたします。財源は国庫支出金が４４万円、一般財源

が４４万円です。 

続きまして、議案第２号、令和７年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算でございます。

補正予算書１７ページを御覧ください。１款１項１目一般管理費の管理事務費につきましては、子

ども・子育て支援金の納付制度新設に対応するシステム改修のため、１億２千６３０万８千円を補

正いたします。財源は全額道支出金です。 

続きまして、議案第３号、令和７年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算でございます。補正

予算書１８ページを御覧ください。６款１項３目償還金につきましては、前年度に交付を受けた支

払基金交付金と道支出金の精算に伴う償還金として、１億４千９６３万３千円を補正いたします。

財源は全額基金繰入金です。 

続きまして、議案第４号、令和７年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算でございます。

補正予算書１９ページを御覧ください。１款１項１目一般管理費の管理事務費でございますが、国

民健康保険事業特別会計と同様、子ども・子育て支援金の納付制度新設に対応するシステム改修の

ため、５千４６１万５千円を補正いたします。財源は全額道支出金です。 

以上が、今回提案しております補正予算の概要でございます。 

最後に、報告第４号、専決処分の報告につきまして御説明を申し上げます。 

本件は、本年５月１２日１４時５０分頃、福祉保険部職員が訪問調査のために対象者宅へ訪問し、

終了後、立ち上がった際に体勢を崩し、はずみで共同住宅内の壁に左肘をぶつけ、直径４センチメ

ートルほどのくぼみができたものでございます。この事故により、当該共同住宅所有者に損害を与
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えたものであり、市の過失割合を１００％、損害賠償額を６万１千１６０円と定め、６月３０日に

専決処分をさせていただいたものでございます。 

自動車事故を含む訪問活動中の事故につきましては日頃から職員に対し注意喚起しているところ

でありますが、今後一層の徹底を図り再発防止に努めてまいります。 

以上、地方自治法第１８０条第２項の規定により御報告いたします。よろしくお願いいたします。 

○山口健康保健部長 本定例会に提案しております議案のうち、健康保健部所管に関わる事項につ

いて、順次御説明申し上げます。 

初めに、認定第１号、令和６年度旭川市一般会計決算の認定のうち、健康保健部所管分の決算概

要について御説明いたします。 

資料はございませんが、歳入の決算状況から御説明いたします。当初予算額３億５千５７９万４

千円に新型コロナ対策関連繰越額２千３万８千円及び新型コロナ対策関連等補正額４億９９０万６

千円を加えた予算現額７億８千５７３万８千円に対し、収入済額６億２８３万２０６円で、収入率

は７６．７％となっております。差引額１億８千２９０万７千７９４円の主なものは、新型コロナ

ウイルスワクチン接種関連の諸収入分となっております。また、収入済額の主なものといたしまし

ては、諸収入のワクチン生産体制等助成金が１億８千３１６万４千４００円、道支出金のコロナ健

康被害負担金が１億３千５３８万７千９５５円、寄附金の動物愛護基金寄附金が７千２８７万８千

３４６円、使用料及び手数料のと畜検査手数料が５千２６２万６００円となっております。 

続きまして、歳出についてでありますが、当初予算額１４億８千９６８万２千円に新型コロナ対

策関連補正額等９億７千７８２万４千７６０円を加えた予算現額２４億６千７５０万６千７６０円

に対し、支出済額２１億４千６６８万６千１９９円で、執行率は８７．０％となっております。ま

た、不用額は３億２千８２万５６１円であり、その主なものといたしましては、定期接種となった

新型コロナワクチン接種事業に不用額が生じたものであります。 

以上が、健康保健部所管分の令和６年度歳入歳出決算の全体概要となります。 

続きまして、歳出の事業別の状況についてでありますが、健康保健部所管分の経常費２３事業、

臨時費１５事業の計３８事業のうち、主な６つの事業につきまして、歳入歳出決算事項別明細書に

基づき御説明をいたします。 

初めに、１０５ページを御覧ください。４款１項２目予防費の右側備考欄のがん対策費２億４千

４３５万３千７３３円であります。本事業は、がんの早期発見、早期治療により、死亡者の減少や、

がん予防に係る知識の普及啓発等により、市民の健康意識の向上及び健康寿命の延伸を目指すもの

で、延べ５万３千２９７人に対し、各種がん検診等を実施したものであります。受診率は新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年度に大きく減少して以降、令和４年度まで回復傾向

にありましたが、令和５年度に減少し、令和６年度では胃、肺、大腸がん検診は微増、乳がん及び

子宮がん検診は回復が顕著となっております。今後とも、受診率の向上に向け、個別受診勧奨、企

業と協力した検診ＰＲなど、様々な機会を捉えた啓発活動等に取り組んでまいります。また、本事

業において、がん治療に伴うウイッグ等の購入費用に対する助成制度を令和６年８月から開始し、

９３件助成しているところであります。 

次に、５つ下にあります予防接種費、１１億７千２９１万６千２０７円であります。本事業は、

予防接種法に基づき定期予防接種を円滑に実施することで、個人の発病予防及び重症化の防止、さ
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らに、集団での感染症に対する蔓延予防を図るものであり、昨年度は新型コロナワクチンも定期接

種に加わり、計１７疾病に対するワクチン接種等を延べ１１万４千５５０人の市民に実施いたしま

した。 

次に、１０７ページを御覧ください。備考欄の上から２つ目にありますスマートウエルネス推進

費７３０万８千９９０円であります。本事業は、令和５年度に策定したスマートウエルネスあさひ

かわプランに基づき、歩くことをきっかけとした健康増進活動の推進を図るもので、昨年４月から

運用を開始したあさひかわ健幸アプリの登録者数は、令和６年度末時点で１万１千９７４人、本年

８月時点で１万４千人を超えているところであります。また、昨年度は、神楽市民交流センター及

び永山市民交流センターに測定スポットとして体組成計を新たに設置し、既存の総合庁舎を含め３

か所で健康測定会を開催したところであります。 

次に、その下にあります新型コロナウイルスワクチン接種事業費２億５千２２２万１千６２８円

と、４８５万９千３５７円であります。本事業は、令和５年度で終了となった新型コロナワクチン

特例臨時接種に係る事業終了後の事務処理として、接種業務を実施していた医療機関への委託料の

支払い、ワクチン保管庫の処理や電話交換機の撤去、退去時の清掃など、事務所の閉鎖に関わる費

用のほか、国の補助金の償還をするために支出したものであり、新型コロナウイルスに係る事業に

ついて、一定程度めどがついたことから、令和６年度で終了となっております。 

次に、同ページ、４款１項３目環境衛生費の備考欄の１０番目にあります普通公衆浴場燃料価格

等高騰対策費の５９０万円であります。物価高騰に対する緊急支援として実施いたしました本事業

は、市民の生活に欠かすことのできない生活衛生関係営業の中で、物価統制令によって入浴料金が

統制されている旭川市内の普通浴場の営業者に対し、光熱費や燃料費などが高騰する中においても

衛生的管理を確保しながら継続して事業が行えるよう、燃料価格高騰分の一部を支援するため、市

内全ての普通浴場施設へ支援金を支給したものであります。 

最後に、事項別明細書には記載されておりませんが、４款１項２目の予防費、旭川がん検診セン

ター施設整備補助金について御説明いたします。本事業は補正予算において１６６万円を計上して

おりましたが、全額不執行となっております。これは令和６年度中の令和７年３月下旬に着工予定

でありました旭川がん検診センターの改築工事について、北海道対がん協会が実施した一般競争入

札が不落札となり、補助対象事業の改築工事が中止となったことによるものであります。 

以上が、概括的でありますが、健康保健部所管分の令和６年度決算の概要になります。 

続きまして、健康保健部所管分の条例改正について御説明をいたします。 

議案第５号、旭川市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定につきましては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律の一部改正に伴い、引用条項を整理しようとするものでございます。施行日につきましては、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行

日と合わせ、令和７年１１月２０日としております。 

健康保健部所管分の説明につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○太田環境部長 本定例会提出議案のうち、環境部に関わりのある案件について御説明いたします。 

初めに、認定第１号、令和６年度一般会計決算の認定のうち、環境部所管分についてでございま

す。 
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資料はございませんが、環境部全体の決算概要といたしまして、歳入につきましては、予算現額

４２億６千６４６万７千８７１円に対し、収入済額は４０億６千１７１万２千５３９円、差引き２

億４７５万５千３３２円の減となっております。主な減要素といたしましては、ごみ袋等の販売数

が見込みを下回ったこと、清掃工場の余剰電力の売電単価が想定を下回ったこと、ペットボトルの

落札単価が見込額を下回ったこととなっております。 

次に、歳出でございますが、予算現額６６億４千６０５万９千円に対しまして、支出済額は６０

億１千５０１万４千９１３円、執行率は９８％、不用額は１億３千１０４万４千８７円となってご

ざいます。不用額が生じた主な要素といたしましては、家庭ごみ処理費用適正化事業費における指

定ごみ袋の購入単価の減、ごみ収集運搬費における委託業務の入札差金、環境センター管理費にお

ける放流水量減量減に伴う下水道使用料の減と委託業務の入札差金、缶・びん等資源物中間処理施

設整備費における工事請負費の入札差金となってございます。 

それでは、資料の決算事項別明細書の１０６ページを御覧ください。上から２段目、４款１項３

目環境衛生費の主な事業について順次御説明いたします。１０７ページの環境衛生費の備考欄を御

覧ください。 

初めに、備考欄の中段１４段目にございます鳥獣対策費の決算額１千５９１万９１６円につきま

しては、繁殖期に威嚇行為を行うカラスや、人の生活圏に出没するヒグマへの対策を実施したもの

で、令和６年度はヒグマ対策として、前年度と同様に市街地への侵入防止対策として、電気柵の設

置や草刈り、センサーカメラなどによる監視などに取り組んだほか、郊外における生息状況等の調

査やＤＮＡ検査による個体識別に取り組んだところでございます。 

次に、その５つ下、地球温暖化対策推進費の決算額１千６６３万６千５９５円につきましては、

地球温暖化対策の普及啓発を行うもので、令和６年度は出前講座や植樹イベントを実施したほか、

旭山動物園を核とし、地域脱炭素の象徴をつくる取組であるゼロカーボンＺＯＯの方向性の整理を

行いました。また、市内中小企業者の脱炭素経営への後押しを図るため、令和５年度から繰り越し

た国の交付金を活用し、温室効果ガス排出量の可視化を行う費用の一部補助も実施しております。 

次に、その１つ下、地域エネルギー設備等導入促進費の決算額３５０万４千１００円につきまし

ても、令和５年度から繰り越した国の交付金を活用し、市民及び市内事業者による再生可能エネル

ギー・省エネルギー設備導入に関わる費用の一部補助を実施したものであります。 

次に、その１つ下、地域木質バイオマス利活用促進事業費の決算額５０３万２千円につきまして

は、地域の森林資源を生かした木質バイオマスの利活用に向けた普及啓発を図るため、ペレットス

トーブなどの設置費用の一部を補助したものでございます。 

次に、１０８ページを御覧ください。４款２項１目じん芥処理費の主な事業について御説明いた

します。１０９ページ、じん芥処理費の備考欄を御覧ください。 

上から２つ目、家庭ごみ処理費用適正化事業費の決算額１億９千６９４万９千３７４円につきま

しては、家庭ごみの有料化を適正かつ円滑に運営するため、指定ごみ袋や手数料シールの製造、保

管、配送のほか、手数料の徴収や減免などの収納管理を行ったものでございます。 

次に、その２つ下、資源リサイクル費の決算額３億１千４１５万２千８７１円につきましては、

ごみの減量化を推進するため、分別収集したペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包

装などの資源物の中間処理及び資源化を実施したものでございます。 
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次に、その２つ下、廃棄物最終処分場管理費の決算額５億４千１９６万４千３７７円につきまし

ては、燃やせないごみなどの安定的な埋立て処理をするために、旭川市廃棄物処分場の運営管理及

び中園廃棄物最終処分場の維持管理を実施したものでございます。 

次に、その２つ下、清掃工場管理費の決算額５億４千８３１万５千３６円につきましては、燃や

せるごみの安定的な焼却処理と発生したエネルギーの有効活用を図るため、近文清掃工場の運営管

理を行ったものでございます。 

次に、その３つ下、ごみ収集運搬費の決算額１４億６千５６９万６千３２０円につきましては、

各家庭からごみステーションに排出される各種ごみなどを速やかに収集するため、民間の中に業者

に業務を委託したものでございます。 

次に、その１２個下になります次期最終処分場整備費の決算額６千５３５万７千２４４円につき

ましては、令和１２年度からの供用開始を予定している次期最終処分場の基本設計と検討に必要な

環境影響調査を実施したものでございます。 

次に、その３つ下、缶・びん等資源物中間処理施設整備費の決算額２２億７千６０４万４千３９

３円につきましては、近文リサイクルプラザに代わり、１０月１日に供用開始となる旭川市リサイ

クルセンターの建設工事及び外構工事を実施したものでございます。 

次に、その２つ下、近文清掃工場基幹的設備改良事業費の決算額３億７千４９万５千４２０円に

つきましては、平成８年の供用開始から約５０年間の運用をめどとした、近文清掃工場の再延命化

工事を行ったものでございます。 

次に、その１つ下、家庭ごみ処理手数料物価高騰対策費の決算額１千７０１万４千８７１円につ

きましては、令和５年度から繰り越した国の交付金により、物価高騰対策として、未就学児を養育

している世帯に対して１０リットルの燃やせるごみ用の指定ごみ袋を配付し、家計の負担軽減を図

ったものでございます。 

次に、その２つ下、粗大ごみ収集デジタル化事業費の決算額３１１万６千７６５円につきまして

は、令和６年度から新たな取組として、粗大ごみの収集において市民の利便性の向上と業務の効率

化を図るため、休日夜間などでも申込みが可能なオンライン受付システムの運用を開始したほか、

収集車の配車、収集ルートの自動作成について実証実験を行い、本格稼働に向けた整備を進めたも

のでございます。 

環境部所管の一般会計決算に係る説明は以上となります。 

続いて、議案第１号、令和７年度旭川市一般会計補正予算のうち、環境部所管に関わる事項につ

いて御説明申し上げます。一般会計補正予算書の１０ページを御覧ください。 

４款２項１目じん芥処理費のうち、粗大ごみ収集デジタル化事業費につきましては、粗大ごみ収

集の際に配車やコース選定などを自動で行うシステムの導入に関わる費用で、令和６年度に行った

実証実験を踏まえ、今年度において費用対効果等を整理し検証した結果、コスト縮減に向けた本シ

ステム運用が可能との判断になったことから、令和９年度当初の実用化に向けたシステム開発を速

やかに進めるため、今年度に公募型プロポーザル方式による事業者選定を行うための審査委員報酬

費用として、３万１千円の増額補正を行うものでございます。財源は全額一般財源でございます。 

次に、その下、中園廃棄物最終処分場解体撤去費につきましては、本年７月２４日付で当該処分

場が廃止となったことから、現在ポンプ圧送により水処理施設を経由して河川へ放流している浸出
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水を自然流下で直接河川へ放流できるよう切り替えるための工事費用として、１千６９５万１千円

の増額補正を行うものでございます。財源は市債及び一般財源となってございます。 

続いて、３ページの上段、第２表債務負担行為補正を御覧ください。上段にございます粗大ごみ

収集配車管理システム開発等業務委託料につきましては、先ほどの粗大ごみ収集デジタル化事業費

のシステム開発について、今年度中に契約しても設計、実装、運用テストなどに約１年程度の期間

を要することから、債務負担行為を設定するもので、期間は令和８年度、限度額は５８３万円とな

ってございます。 

環境部所管の一般会計補正予算に係る説明は以上となります。 

最後に、報告第５号、専決処分の報告につきまして御説明申し上げます。本件は、本年５月２日、

江丹別町芳野の旭川市廃棄物処分場に接する市道におきまして、処分場敷地内の樹木の枝が落下し、

走行中の相手方の車両の一部を破損する損害を与えたもので、市の負担割合を１００％とし、その

損害賠償額を２７万８千４８７円と定め、本年６月３０日に専決処分したもので、地方自治法第１

８０条第２項の規定により御報告させていただくものでございます。 

このたびの事故を踏まえまして、今後は定期的な枯れ枝などの点検や必要に応じた剪定など、適

切な樹木の管理を行い、再発防止に努めてまいります。 

 環境部からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○木村市立旭川病院事務局長 令和７年第３回定例会提出議案のうち、市立旭川病院所管分につき

まして、順次御説明を申し上げます。 

まず、認定第１１号、令和６年度旭川市病院事業会計決算につきまして、配付資料、令和６年度

病院事業会計決算の概要に基づきまして御説明を申し上げます。資料を御覧ください。 

最初に、資料上段の（１）年間患者数及び（２）１日平均患者数になりますが、入院では、予算

１１万１千３２５人に対し９万５千７０５人、１日当たりで予算３０５人に対し２６２．２人、外

来では、予算２１万３千５９７人に対し２０万７千５４６人、１日当たりで予算８７９人に対し８

５４．１人となっております。 

また、上段右の（３）主要な建設改良事業につきましては、建物では防災設備改修工事等を行っ

たほか、医療機器では血管造影Ｘ線診断装置等を整備しております。 

次に、その下の（４）予算決算比較の表になりますが、まず、上段の収益的収支につきましては、

病院事業収益では決算額１２０億９千７８２万４３６円で、予算に対し主に本院医業収益の減によ

りまして、１５億４千１２４万４千５６４円の減となっており、病院事業費用では決算額１３４億

７千５８０万７千３３２円で、予算に対し主に本院医業費用の減によりまして、８億９千６７２万

６千６６８円の不用額を生じております。 

以上の結果、表の右側にありますとおり、当年度純損失は１３億７千９８２万２千４８５円、未

処理欠損金は１３８億８千４１１万９千２４８円となっております。 

次に、下段の資本的収支につきましては、資本的収入では決算額１５億４千８８４万円で、予算

に対し主に企業債の減によりまして、１億４５８万円の減となっており、資本的支出では決算額２

１億３千９７１万３千３７７円で、予算に対し主に建設改良費の減によりまして、９千９７８万６

２３円の不用額を生じております。なお、資本的収支の不足額につきましては、過年度分損益勘定

留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補塡をしております。 
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次に、実質的な収支となります資金収支でありますが、資料右下欄外に記載をしておりますとお

り、当年度資金収支はマイナス１７億５千４７６万２千４９２円、当年度末資金残高につきまして

は、マイナス７億６９３万４千８１３円となっております。 

決算についての説明は以上でございます。 

続きまして、議案第６号、旭川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

つきまして、御説明を申し上げます。議案書を御覧ください。 

本案は、削減病床１床につき４１０万４千円が支給されます国の病床数適正化支援事業補助金に

つきまして、このたび、当院に対して１０床分を支給する旨の内示がありましたことから、許可病

床数を１０床削減し、一般病床を３７２床から３６２床にしようとするものでございます。施行日

につきましては公布の日としております。 

以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○品田委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思います。 

議案の説明に関わり出席している理事者につきましては、退席していただいて結構です。 

次に、２、報告事項についてを議題といたします。 

まず、東旭川支所米飯出張所について、理事者から報告願います。 

○樽井市民生活部長 本件につきましては、令和８年４月の東旭川農協豊田支所の廃止に伴い、同

所内に開設している東旭川支所米飯出張所の存置が困難となったため、地域住民との意見交換会を

経て、その後の対応の方向性について一定の整理を行ったことから、その内容について御報告申し

上げるものでございます。資料、東旭川支所米飯出張所についてを御覧ください。 

経過といたしましては、本年５月、東旭川農協から令和８年４月１７日をもって豊田支所を廃止

すること、また、同所の一角を使用している米飯出張所については、同日以降の使用ができなくな

ることについて正式に確認をしたところであります。 

このため、６月から８月にかけて、出張所の所管区域の住民を対象とした意見交換会を３回開催

したほか、意見交換会に参加のできなかった出張所利用者に対しましては、御自宅を個別に訪問し、

出張所機能の移転も含め、複数の対応策について御提示し、協議を進めてきたところでございます。 

その結果、取りまとめましたものが資料の２、対応策にあります（仮称）証明書等宅配サービス

になります。これは、従来出張所で交付していた証明書等について、東旭川支所に電話連絡をいた

だくことで支所職員が直接御自宅までお届けするというもので、対象は東旭川町の豊田、米原、瑞

穂地区の住民２６０世帯、４９３人、取扱い可能なものは住民票の写し及び印鑑登録証明書で、現

在のところ、令和８年４月２０日のサービス開始を予定しているところであります。今後、同サー

ビスの開始に向けましては、事前説明会のなどの実施を通じ、地域住民の皆様に対し、丁寧に制度

の周知を進めてまいります。 

以上、米飯出張所に関わっての御報告でございます。 

○品田委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席して
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いただいて結構です。 

次に、旭川市リサイクルセンターオープニングセレモニーについて及び緊急銃猟を想定したヒグ

マ対応訓練についての以上２件について、理事者から報告願います。 

○太田環境部長 旭川市リサイクルセンターオープニングセレモニーの開催について御説明させて

いただきます。旭川市リサイクルセンターにつきましては、老朽化した旭川市近文リサイクルプラ

ザに代わる缶、瓶、紙パック、家庭金物資源化処理などを行う中間処理施設として、令和５年から

東旭川町上兵村にて建設を進めてまいりましたが、本年１０月１日から供用開始となることを記念

いたしまして、オープニングセレモニーを開催することといたしました。資料を御覧ください。 

リサイクルセンターの基本方針や概要等につきましては、既に７月の民生常任委員会休憩中に施

設を視察していただきましたので省略させていただきますが、資料右側に記載してございますよう

に、オープニングセレモニーにつきましては、開催日時を本年１０月１日午後２時とし、場所は施

設正面玄関前を予定してございます。なお、雨天時については玄関ホールまたは２階研修室で行い

ます。 

出席者につきましては、市長をはじめ、市議会からは議長、副議長、民生常任委員会委員の皆様

に御案内をさせていただくほか、地域の代表者、工事及び廃棄物処理業界関係者の皆様にも御案内

をさせていただき、式典終了後には施設内の見学会も予定しているところでございます。 

式次第につきましては資料のとおりで、所要時間につきましては、式典、見学会それぞれ２５分、

合計５０分程度を予定しております。 

民生常任委員会委員の皆様におかれましては、議会開会中の御多忙のところ誠に恐れ入りますが、

御参加いただきますようよろしくお願い申し上げるところでございます。 

オープニングセレモニーについての説明は以上となります。 

 続きまして、緊急銃猟を想定したヒグマ対応訓練につきまして御報告申し上げます。今年４月に

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部が改正され、人の日常生活圏であって、

安全確保が可能な場所にヒグマが出没した場合、地域住民の安全確保のための措置を十分に講じた

上で、市町村長の判断により銃猟することを可能とする緊急銃猟制度が新たに規定され、今月１日

から施行となったところでございます。このため、今後、ヒグマが人の日常生活圏に出没した際に

円滑に緊急銃猟を実施することができるように、緊急銃猟に関する訓練を先週、９月１８日木曜日

に実施したところでございます。 

今回の訓練につきましては、警察、猟友会、さらに、上川総合振興局にも参加いただき、神楽岡

公園にヒグマが出没したという想定で、机上訓練及び実施訓練を行いました。 

午前中の机上訓練ではヒグマの出没地点で現地本部を設置したことを想定し、緊急銃猟が実施可

能かどうかの検討や、どのような条件を満たせば射撃が可能となるかといった、射撃条件の確認、

さらに、交通規制や避難誘導の範囲などについて計画をまとめました。午後からは神楽岡公園に移

動し、机上訓練で立案した計画に基づき実際に人員を配置し、模擬銃猟を実施したところでござい

ます。訓練後の意見交換では、警察、猟友会、旭川市でそれぞれ利用している連絡手段が違うこと

から、現場の情報共有手段の整理が必要であるといった意見や、実際に発表するまでの手順が複雑

で、準備している間に熊が逃げてしまうといった意見、実際の交通規制には想定より多くの人員が

必要となるといった意見が出されたところでございます。 
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今回の訓練により様々な課題が見えてまいりましたので、今後も引き続き関係機関と連携しなが

ら、訓練などを重ね、ヒグマが出没した際に円滑な対応ができるよう努めてまいります。 

環境部からの報告は以上となります。どうぞよろしくお願いします。 

○品田委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

○石川厚子委員 ただいま、緊急銃猟を想定したヒグマ対応訓練について報告がありましたので、

少しだけ質疑させていただきます。 

今年に入ってからヒグマによる痛ましい事故が続いていますね。福島町、羅臼岳に続き、先日は

三笠市でヒグマが住宅に侵入したということもあり、大変驚いております。 

そんな中、９月１日に施行された鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に新たに

規定された緊急銃猟に基づき訓練を行ったということなんですが、これ、ちょっと中を見てみます

と、市町村長は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、

自動車、船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗物に侵入していること又は侵入するおそ

れが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するた

めの措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以外の方

法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、かつ、第３４条の４

の規定による措置その他の措置を講ずることにより銃猟によって人に弾丸の到達するおそれその他

の人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、住居等又はその付近において、

当該危険鳥獣について銃猟をすることができる、このように記されているわけなんですけれども、

ここで市町村長というふうに記されているんですが、市長以外でも緊急銃猟、これを指示すること

はできるものなのでしょうか。 

○後藤環境部環境総務課長 今回新たに規定されました緊急銃猟につきましては、法律上、緊急銃

猟の権限は市町村長にありますが、現実に市町村長が現場で指揮などを行うことは通常想定されな

いことから、平時に市町村の担当者に権限を委任しておくことにより、市町村長以外の者でも緊急

銃猟を実施することが可能であります。 

○石川厚子委員 市町村長以外ということは、部長や課長であっても、緊急銃猟を指示することが

できるということだと思います。そこで、神楽岡公園で訓練を実施したということなんですが、第

３４条の４に当該危害が発生するおそれのある地域の住民に対し、避難すべき旨を指示することが

できるとありますが、具体的にどういった方法で避難を指示するのでしょうか。 

○後藤環境部環境総務課長 避難の指示につきましては、ヒグマが出没した場所や時間によってそ

の手法は変わってまいりますが、ホームページやＳＮＳで周知するほか、警察と連携しながら広報

車などで周辺を回ったり、戸別訪問するなどといった方法を想定しているところであります。 

○石川厚子委員 ホームページやＳＮＳ、広報車、戸別訪問などということなんですが、かなり時

間がかかるというふうに思われるんですが、神楽岡公園内で全ての住民が避難し終えるにはどの程

度の時間がかかるというふうに想定されていますか。 

○後藤環境部環境総務課長 今回の訓練では、ヒグマ発見の通報後、公園管理者により既に公園内

の人が全て避難を完了しているという状態を想定していましたため、計画の段階で具体的な時間と

いうのは考慮していませんでしたが、実際に公園内の人が避難完了するには、公園、かなり広いた

め、相当時間がかかるであろうと思われます。 
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○石川厚子委員 相当の時間がかかるであろうということなのですが、今回の訓練では、公園内の

人が全て避難を完了している、そういった状態から始めたわけなんですよね。それでも、北海道新

聞の報道によりますと、ハンターらは公園に出動してから駆除終了までに４５分かかったというこ

とです。これが、例えば花見の時期など、神楽岡公園は大勢の人でにぎわっていることが考えられ

ますから、公園内の全ての人が避難するには、少なく見積もっても数時間はかかるのではないかと

思われます。そうしている間に、ヒグマはきちっとしているということは考えられないので、例え

ば公園を抜け出て住宅地に逃げ出してしまう、そういったことも考えられるのではないでしょうか。 

○後藤環境部環境総務課長 ただいま、委員御指摘のとおり、ヒグマが同じ場所にとどまっている

ということはないと考えております。そのため、ヒグマが移動した先によっては、市民に危険が及

ぶということも想定されますことから、万が一の場合には、警察官職務執行法による対応も可能と

なるように、常に警察や猟友会との連携を取りながら進めていかなければならないと考えておりま

す。 

○石川厚子委員 私も神楽岡に住んでいるものですから、住宅地に逃げ込まれることを考えると大

変恐怖を覚えるものです。 

市長ですとか、市長から権限の委任を受けた部長とか課長は、一体どういったタイミングで銃猟

を指示するのでしょうか。 

○後藤環境部環境総務課長 緊急銃猟の指示につきましては、環境省が示す条件であります、人の

日常生活圏への侵入であり、危険鳥獣による人の生命または身体に対する危害を防止する措置が緊

急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、避難

等によって地域住民等に弾丸が到達するおそれがないということが全て確認できた状況で、実際に

銃猟を行う者に対して証票を受け渡すことによって行うことになります。 

○石川厚子委員 道新の記事を見ましても、腕章を受け取るまでに時間がかかったというふうに記

されております。 

そこで万が一、発砲した弾が人や建物に当たって被害が出た場合、その責任は市長が取ることに

なるのでしょうか。また、こういった被害を補塡するための保険などには加入されているのかも、

併せてお答えください。 

○後藤環境部環境総務課長 緊急銃猟を実施したことによりまして、建物や乗り物などが損壊され

た場合や、その損壊に伴う損失につきましては、緊急銃猟の実施者である市町村長が補償すること

が規定されております。緊急銃猟の実施に伴い発生した損失に対する保険につきましては、今月か

ら新たな保険メニューができたところでありまして、本市も今月から加入しているところでござい

ます。なお、人的被害に関しましては、緊急銃猟が安全確保措置が取られていることが前提に行わ

れる制度でありますことから、人身事故が発生するということは、鳥獣保護管理法でも許容されて

おりませんことから、国家賠償法に基づく対応になることとされております。 

○石川厚子委員 発砲した弾が人や建物に当たるっていうのは論外なんですけれども、もさもさし

ているうちにヒグマが住宅地に逃げてしまうということも、これ大変問題だと思うんですよね。 

失礼ながら、市長ですとか部長がヒグマ対策について物すごく詳しいとは思えないわけなんです

けれども、そんな中で銃猟を指示するっていう重い責任が伴ってくると思います。ぜひ、対応訓練、

これが実効性のあるものにしていただきたいということを述べまして、私からの質疑を終わらせて
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いただきます。 

○品田委員長 他に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

その他、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○品田委員長 それでは、本日の委員会は、これをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午後２時０８分 

 

 


